
千葉市告示第７６２号 

  

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第７８条の５第２項、第８２条第２項

及び第１１５条４５の第１項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事

業者、指定居宅介護支援事業者及び指定事業者の廃止の届出がありましたので、同法第７８条、第

７８条の１１、第８５条並びに千葉市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第１０

条第１項の規定により告示します。 

 

令和５年９月１４日 

                      

千葉市長 神 谷 俊 一  
  
 
  

事業者の名称 
指定に係る 

事業所の名称 

事業所（施設）の

所在地 
サービスの種類 

廃止年月

日 

千葉ケア企業組

合 

千葉ケア企業組合ケ

アマネまさご 

千葉市美浜区真砂

1-10-18 
居宅介護支援 

令和 5年

7月 31日 

MARUHA MEDICAL

株式会社 

リハビリデイサービ

スデイリゾートモア

ナ 

千葉市稲毛区小仲

台 8-19-1エスポワ

ール小仲台 1階 

地域密着型通所介護 

通所介護相当サービス 

令和 5年

7月 31日 

有限会社エクス

テンド 

デイサービスふれあ

いの郷 

千葉市若葉区桜木

5-3-1 モアクレス

ト千葉 A棟 909号 

地域密着型通所介護 
令和 5年

7月 31日 

株式会社響 
訪問介護サービスひ

びき 

千葉市中央区都町

6-17-17 つるおか

ハイツ 102号室 

訪問介護相当サービス 

生活援助型訪問サービ

ス 

令和 5年

8月 31日 

株式会社美ら結 ちゅらゆいケア 
千葉市中央区都町

1272-3 
訪問介護 

令和 5年

8月 31日 

 


